
令和７年度原油価格・物価高騰対策等にかかる貨物運送事業継続のための緊急支援事業交付要綱 

 

令和８年１月１３日制定 

公益社団法人 長崎県トラック協会 

 

（趣旨） 

第 １条  この要綱は、公益社団法人長崎県トラック協会（以下「県ト協」という。）が、貨物自動車運送事

業法（平成元年法律第８３号）第２条第２項に規定する一般貨物運送事業者及び同条第３項に規定

する特定貨物自動車運送事業を行う事業者（以下「事業者」という。）に対して支援金を交付する事

業について、必要な事項を定めることにより、支援金の適正かつ効率的な執行を図ることを目的と

する。 

  

（支援事業者等） 

第 ２条  前条の支援金の交付の対象となる者（以下「支援事業者」という。）は、次の要件を満たす者とす

る。 

 （１）県税に未納がないこと 

 （２）前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは同

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと又は暴力団若しくは暴力団

員と密接な関係を有しないこと 

 （３）長崎県内に本社、支社または営業所があり、申請時において営業していること 

 （４）その他支援が適切でないと知事が認めるものでないこと 

 （５）引き続き事業実施の意思がある事業者であること 

  

（支援対象経費及び支援金額等） 

第 ３条  この支援金の交付の対象となる経費及び支援金額等は、別表のとおりする。 

  

（交付申請及び申請書に添付すべき書類） 

第 ４条  支援事業者は、支援金の交付申請を、令和８年１月３０日までに県ト協に対して行わなければな

らない。 

   ２  前項の支援金の交付申請は、別記様式第１号によるものとし、次に掲げる書類を添付するものと

する。 

 （１）支援対象車両一覧表（別記様式第２号） 

 （２）支援対象となる全車両の自動車検査証記録事項（申請時に有効なもの）の写し 

 （３）その他証拠書類 

  

（交付決定及び交付額の確定） 

第 ５条  県ト協は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めた

ときは、支援金の交付の決定及び交付額の確定を行い、支援事業者に通知する。 

   ２  県ト協は前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。 

  

（支援金の経理等） 

第 ６条  支援事業者は、この支援金に係る収支の状況を明確にした帳簿及び証拠書類を整備の上、支援事

業の完了した日の属する会計年度の終了後、５年間保存しなければならない。 

  

 



（支援金の交付方法） 

第 ７条  この支援金は、精算払により交付する。 

  

（実績報告） 

第 ８条 第４条の規定に掲げる書類の提出をもって実績報告があったものとする。 

  

（支援金の返還） 

第 ９条 県ト協は、虚偽又はその他の不正行為により支援金の交付を受けた者に対して、この支援金の全

部又は一部の返還を命ずることができる。 

  

  

（その他） 

第１０条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

  

附則 

 この要綱は、令和８年１月１３日から施行し、原油価格・物価高騰対策等にかかる貨物運送事業

継続のための緊急支援に適用する。 

 

 

 

別表（第３条関係） 

支援対象経費及び支援金額等 

１対象経費 燃料高騰対策分 

「２対象車両」に該当する車両に係る燃料高騰対策の影響により増加した燃料費。 

 

２対象車両 支援事業者が使用する車両のうち、次の要件を満たす車両 

・申請時において自動車検査証の有効期間内で、申請後も継続して事業を行う予定であ

る車両 

・県内営業所に配置された事業用車両（長崎、佐世保の緑ナンバーに限る。） 

・自動車登録規則（昭和四十五年運輸省令第七号）別表第二の自動車の範囲欄の１、４

、または６に掲げる車両（ただし霊柩車を除く。） 

・被けん引車（トレーラ）に該当しないこと 

・令和７年１２月２２日以降、長崎県内で事業用貨物自動車として引き続き使用されて

いる車両 

３支援金額 貨物自動車運送事業法施行規則第２条で定める種別に応じて定額を支払う。 

・種別が「普通」の車両 １９，０００円 

・種別が「小型」の車両  ９，０００円 

※１者あたりの支援金額の上限は２，５００，０００円とする。 

 

 


